
新型コロナウイルス感染症への対応について

令和３年

９月９日

□政府「新型コロナウイルス感染症対策本部会議」【２７／４７＝５７％】

・19都道府県（北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、

神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、

兵庫県、広島県、福岡県、沖縄県）に発出中の

「緊急事態宣言」の期間延長（９月30日まで）を決定

２県（宮城県、岡山県）については「まん延防止等重点措置」に移行

（９月13日から９月30日まで）を決定

・６県（福島県、石川県、香川県、熊本県、宮崎県、鹿児島県）に適用中の

「まん延防止等重点措置」については期間延長（９月30日まで）

６県（富山県、山梨県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県）については

終了（９月12日）を決定

○徳島県新型コロナウイルス感染症対策本部会議(第64回)

・飲食店に対する営業時間短縮要請の期間延長（９月13日から９月30日まで）

を決定

・「第５波・最大警戒期間」の期間延長（９月13日から９月30日まで）を決定

◆県立施設の20時以降「原則閉館」

９月19日

○徳島県新型コロナウイルス感染症対策本部会議(第65回)

・「ステージⅢ」「とくしまアラート・感染拡大注意・急増」へ引下げを決定

・飲食店に対する営業時間短縮要請内容の一部緩和を決定

◆「ガイドライン実践店ステッカー掲示店」に限り

「営業時間は21時まで、酒類提供は20時まで」へ

「１時間繰下げ」を選択可
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